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内 容

定刻開会

開会に当たり安田委員長から社会保険庁への陳情結果について報告を含め挨拶され、

続いて竹備本部長からＧマーク取得事業者のメリットとして、車両保険料等の割引につ

いて一部民間の保険会社で実施されている旨報告され、近畿交通共済等にも割引制度を

導入して頂けるよう依頼していきたいと挨拶の中で述べられた。その後、協議事項に入

る。

協 議 事 項

( ) 平成１９年度適正化事業実施機関の事業実施状況について1
○巡回指導状況

資料について事務局から報告及び説明。下記の通り意見等が出された。

・会員外の巡回指導の全体に対する比率を教えて欲しいとの意見があり、次回からの

委員会で資料として提出することに決定

・悪質な違反が多いので許可を更新制にした方が良いのではないか。規制の強化を要

請していかなければならない。



・悪質な事業者の指導も大切だが、そうでない事業者に対しての指導において法改正

等について知らせる事も大切である。

・改善報告の提出件数が大事だと思う。改善報告のデータをＨＰ等で公開してはどう

か。

・年間の巡回指導件数等を考えた場合、現在の指導員の人員で可能なのかをこれから

の適正化事業の課題として検討していく必要がある。

・今後の適正化事業の巡回指導は４５０件を目標に実施の検討と、改善報告書の提出

及びﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟに力を入れていき、また、悪質事業者への対応についても検討。

○社会保険未加入事業者の対応

資料１６頁より社会保険事務局長に対し、要請を行った旨事務局から報告。

・適正化事業実施機関から運輸支局を通じて通報した社会保険未加入者に対してどの

ような対応をしたか結果をもらえるよう依頼していく。

( ) 安全性評価事業について2
○平成１９年度申請状況

事務局から別紙資料について報告

・資料の数字を見ると各県ごとにかなり温度差があるように思う。是正出来るように

要望等行っていかなければならない。

○説明会の開催

支部単位で実施していく。

( ) 下請取引改善セミナーについて3
資料について事務局から説明を行ったところ、テーマ及び内容についてもう少し検討

が必要なのではとの意見があり、３役及び事務局で再度検討し開催する事に決定した。

( ) その他5
○整備管理者制度の改正

別紙資料について事務局より改正点について説明。

○安全教育（ＫＹＴ）指導者養成講座の開催について、事務局より提案したところ開

催する方向で検討する。


